
鹿屋市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

鹿屋市国民健康保険条例施行規則（平成18年鹿屋市規則第121号）の一部を次の

ように改正する。 

第23条２項中「国民健康保険標準負担額減額認定申請書（別記第８号様式）を市

長に提出し、鹿児島県国民健康保険標準負担額減額認定証（別記第９号様式）の交 

付を受けなければならない」を「国民健康保険標準負担額減額認定申請書（別記第

８号様式）を市長に提出しなければならない」に改める。 

第24条第１項中「別記第10号様式」を「別記第９号様式」に改め、同条第２項

「別記第11号様式」を「別記第10号様式」に改める。 

第25条中「別記第12号様式」を「別記第11号様式」に改める。 

第26条第２項中「別記第13号様式」を「別記第12号様式」に改める。 

第27条中「別記第14号様式」を「別記第13号様式」に改める。 

附則第３項中「別記第15号様式」を「別記第14号様式」に、「別記第16号様式」

を「別記第15号様式」に、「別記第17号様式」を「別記第16号様式」に、「別記第

18号様式」を「別記第17号様式」に改める。 
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別記第８号様式を次のように改める。 



第８号様式(第23条関係)  

 

  



 別記９号様式を削り、別記第10号様式を別記第９号様式とし、別記第11号様式か

ら別記第18号様式までを１号ずつ繰り上げる。 

附 則 

１ この規則は、令和６年８月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを

使用することができる。 

 


